
 

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付要綱 

 

制  定  令和７年２月25日 市地防第808号（局長決裁） 

 
 

（目的） 

第１条 いわゆる「闇バイト」による凶悪事件等が広域に発生し、市民の不安が高まる中、自助・共助・

公助を組み合わせ、社会全体での防犯対策の強化が求められている。この要綱は、地域住民が安心して

暮らせるよう、横浜市内の町内会等の実施する地域防犯対策に対し、緊急的に「横浜市地域の防犯力向

上緊急補助金」（以下「本補助金」という。）の交付を行い、住民一人ひとりの防犯意識や地域の防犯

力を高めることで、安全安心なまちづくりの推進を図ることを目的として制定するもので、これらの取

組を通じ、地域コミュニティの活性化に繋げていくことを目指す。 

２ 本補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17年横浜市規則第 139号。

以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は補助金規則の例によるものとし、「町内会等」とは、地域活動

推進費補助金交付要綱（平成 18 年３月 30 日市協地第 10171 号）第２条の対象団体である自治会町内

会及び地区連合町内会をいう。 

 

（補助事業者） 

第３条 本補助金を申請できるのは町内会等とし、申請する町内会等を以下「補助事業者」と称する。 

 

（補助対象事業） 

第４条  補助対象事業は、補助事業者が第１条第１項の目的を達成するために行う事業であって、かつ、

次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。 

(1)  補助事業者が地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組であるもの 

(2)  本事業の利用に際し、地域の防犯力向上を目的として、地域の防犯力を高める取組について検

討し、意思決定を行った上で実施するもの 

(3) 市長の定める期間内の日付で発行された、補助事業者が費用を負担したことを証する領収書（団

体名、品名の内訳、金額の内訳が明記されているもの）の写しの添付のあるもの 

(4) 第７条第１項の横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請兼実績報告書を市長が定める日ま

でに提出可能なもの 

(5) 補助対象事業の実施に必要な手続や実施後の管理等を、補助事業者の責任において適切に行え

るもの 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるもののいずれかを含む事業は、補助対象事業としない。 

(1)  地域の防犯力向上に繋がらず、特定の個人のみの防犯対策に留まるもの 

(2) 地域活動推進費補助金、地域防犯カメラ設置補助金、地域防犯灯維持管理費補助金、自治会町

内会館脱炭素化推進事業補助金、その他国や自治体等の補助金・交付金・助成金等を既に受けたも

の又は受けようとするもの 

(3)  第三者に寄附（ＬＥＤ防犯灯寄附要綱に基づくＬＥＤ防犯灯の寄附を含む。）、譲渡、売り払



 

い等をすることを目的として実施するもの 

(4) 補助対象経費以外の経費と混同して計算されており、補助対象経費との区別ができないもの 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は前条第１項に定める事業に要する経費とするが、次の各号に掲げるものは除く

ものとする。 

(1)  各種保証・保険料、振込手数料 

(2)  既存防犯設備等の撤去のみを実施する経費 

(3)  サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料 

(4)  ポイントサービスを利用することにより値引きされた額及び当該購入により付与されたポイン

トサービス相当額 

(5)  使用することを想定せず、予備的又は将来に備えるための費用 

(6) 飲食等に要する費用 

(7) 政治的活動又は宗教的活動に資する費用 

(8) 交際費、慶弔費、祝金、見舞金、裁判費用、金券類、宿泊費 

(9)  本補助金の申請手続に必要な費用（切手代、コピー代等） 

 

（補助率及び補助限度額等） 

第６条 補助率は補助対象経費の 10分の９、補助限度額は 20万円とし、実際の補助金額は、当該年度

の予算の範囲内において市長が決定するものとする。 

２ 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

３ 一の補助事業者は、１年度当たり１回に限り、本補助金を申請することができる。 

 

（交付申請及び実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請兼

実績報告書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）を、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請書には、領収書の写し（日付、団体名、品名の内訳、金額の内訳が明記されている

もの。）を添付しなければならない。 

３ 補助事業者が、一の補助対象事業を、他の補助事業者と共同名義で実施する場合には、当該事業に

要する総額、共同事業者名、それぞれの負担額を、交付申請書に添付しなければならない。 

４ 補助金規則第５条第３項の規定により、市長が記載を省略させることができる事項は同条第１項第

３号に規定する事項とし、添付を省略させることができる書類は同条第２項第１号から第４号までに

規定する書類とする。 

５ 補助金規則第 14 条第４項の規定により、市長が報告、添付又は記載を省略させることができる書

類は、同条第１項第３号から第５号まで、同条第２項第１号及び第２号に規定する書類とする。 

 

（交付決定兼交付額確定） 

第８条 市長は、前条の申請を審査し、補助対象事業が補助金の交付要件に適合すると認めたときは、

交付額を決定し、横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付決定兼交付額確定通知書（第２号様式） （以

下「交付決定兼交付額確定通知書」という。）により通知するものとする。なお、予算の範囲を超え

た段階で受理した場合は、抽選により審査等を行う申請を決め、交付額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の審査に当たり必要があるときは、追加で書類の提出を求めることができる。 



 

３ 市長は、第１項の通知に、必要な条件を付すことができる。 

４ 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、横浜市地域の防犯力向上緊急補助金

不交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付等） 

第９条 前条第１項の通知を受けた者は、その日から市長が定める日までの間に、横浜市地域の防犯力

向上緊急補助金請求書（第４号様式）（以下「請求書」という。）を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第 10 条 申請者は、交付決定兼交付額確定通知書の受領後に、申請を取り下げようとするときは、理

由を付し、受領の日から起算して 30 日以内に、横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請取下届

出書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、請求書の提出後は、取り下げること

はできない。 

 

（再申請の禁止） 

第 11 条 前条の取下げをした補助事業者は、原則として、同一年度内に再度本補助金の申請を行うこ

とはできない。 

 

（財産の処分の制限） 

第12条 補助金規則第25条ただし書の規定による「市長が定める期間」は、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める期間と10年の、いずれか短い期間とする。 

 

（交付決定兼交付額確定の取消し及び補助金の返還） 

第 13 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定兼

交付額確定の全部若しくは一部を取り消すことができ、取り消した場合で、既に交付した補助金が存

する場合は、その全部若しくは一部の返還を補助事業者に命じるものとする。 

(1)  虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2)  補助金を交付の目的以外に使用しようとしたとき。 

(3)  補助金を受け、購入した物品又は導入した設備を本市又は第三者に譲渡、交換、担保に供し、

又は供しようとしたとき。 

(4)  この要綱の規定若しくはこの要綱に基づく条件に違反したとき（やむを得ない事情があると市

長が認めるときを除く。）。 

(5)  補助事業者から補助対象事業を取りやめたい旨の申し入れがあり、その理由をやむを得ないも

のと市長が認めたとき。 

(6)  その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定兼交付額確定を取り消す場合は、横浜市地域の防犯力

向上緊急補助金交付決定兼交付額確定取消通知書(第６号様式)により通知するものとする。 

３ 第１項の規定による補助金の返還命令は、納付期限を定め、横浜市地域の防犯力向上緊急補助金返

還請求書（第７号様式）により行うものとし、返還額等は、当該取消事由が発生した日を起算日とし

て算出するものとする。 

４ 償却資産に係る前項の返還額は、前条で定める処分制限期間に応じて、既に交付した補助金額から



 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定率法の償却率を用いて算出した金額を差し引いて

算出するものとする。 

 
（市が収集する情報の取扱） 

第 14 条 市長は、第１条第１項の目的を達成するために行う統計分析、普及啓発等において、補助事

業者の情報を利用することができる。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 15条 補助金規則第 26条の規定により市長が定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する年度

の翌年度から起算して５年間とする。 

２ 第 12条の期間が前項の期間を超える場合は、補助金規則第 26条の規定により市長が定める期間は

第 12条の期間とする。 

 

（書類の閲覧） 

第 16 条 横浜市市民協働条例（平成 24 年６月横浜市条例第 34 号）第７条第４項に基づき、交付決定

兼交付額確定通知書の通知のあった次の各号に定める書類又はその写しを閲覧しようとするものは、

補助対象者又は市長にその旨を申し出て、日時等を調整した上で閲覧するものとする。 

(1) 交付申請書（代表者の住所、連絡者の住所、氏名、電話番号及びメールアドレスを除く。）及

び領収書の写し 

(2) 交付決定兼交付額確定通知書 

 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、市民局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



第１号様式（第７条第１項） 

年  月  日  

横 浜 市 長 

 

自治会町内会名
ふ り が な

：           （    区） 
 

代表者氏名
ふ り が な

：                    

 

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請兼実績報告書 
 
 横浜市地域の防犯力向上緊急補助金の交付を受けたいので、横浜市地域の防犯力向上緊急補助

金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、領収書（写）を添えて次のとおり申請します。 

なお、補助金の交付を受けるに当たっては、同要綱及び横浜市補助金等の交付に関する規則（平

成17年11月横浜市規則139号）を遵守します。 

 

１ 事業（取組）の内容  ※該当する内容を全てチェック（✓）してください。 

□ 防犯パトロールの実施 

□ 防犯啓発グッズの作成・購入 

□ センサーライト等の灯りの整備（団体管理である旨を明示） 

□ その他防犯設備機器の整備（団体管理である旨を明示） 

□ 防犯講座の開催 

□ その他［                             ］ 

 

２ 交付申請額            円  （総費用          円 ） 
       （総費用の9/10、千円未満切り捨て、上限20万円） 

３ 申請要件等の確認  

次の内容に間違いありません。（間違いがなければ、各項目にチェック（✓）をしてください。） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※この書類及び領収書（写）は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供するものとします。 

代表者住所：                    

   郵便番号： 

連絡者住所：                    

連絡者氏名
ふ り が な

：                    

連絡者電話番号：     －     －      

連絡者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：                  

※市役所記入欄 

・町内会整理番号 

 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

 

☐ 実施した内容は、地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組です。 
☐ 本緊急補助金の利用に際して、地域の防犯力向上を目的として、地域の防犯力を高

める取組について検討し、意思決定を行い、実施しました。 
☐ 今回申請するものについて、地域活動推進費補助金、地域防犯カメラ設置補助金そ

の他の補助金等の交付を受けていません（予定を含む）。また、寄附、譲渡、売り

払い等を目的として実施するものではありません。 
☐ 取組に当たって必要な手続は、申請団体の責任で行いました。 



第２号様式（第８条第１項） 

第    号 

  年  月  日 

団体名  

代表者          様 

横 浜 市 長    

                     

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付決定兼交付額確定通知書 

 

貴会から提出のありました横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請兼実績報告書

を審査した結果、横浜市地域の防犯力向上緊急補助金について、次の条件を付けて、補

助金の交付決定及び交付額の確定をしましたので、通知します。 
 

１ 交付決定兼交付確定額 

 円 
 
ただし、補助対象事業の内容の変更により当該事業に要する経費が変更された場合において補助金の額

に変更が生じたときは、別に通知します。 

 

２ 交付時期 

  横浜市地域の防犯力向上緊急補助金請求書を受理した後、速やかに交付します。 

 

３ 補助金交付の条件 

(1) 横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付要綱及び横浜市補助金等の交付に関す

る規則を遵守すること。 

(2) この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に

供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８条第４項） 

第   号  

                                                               年  月  日  

 

 団体名 

  代表者                       様 

 

                                                   横 浜 市 長 

 

 

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金不交付決定通知書 

 

 

貴会から提出のありました横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請兼実績報告

書を審査した結果、次の理由により補助金の不交付を決定しましたので、通知します。 

 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                            

 

 
 
 
 



第４号様式（第９条第１項）                          

  年  月  日 

横 浜 市 長 

請求者 

自治会町内会名
ふ り が な

：             （    区） 
 

    郵便番号： 

代表者住所：                    
 

代表者氏名
ふ り が な

：                 印  
                           ※受領委任を行わない場合は請求書の押印を省略できます。 

連絡者氏名
ふ り が な

：                    
 

連絡者電話又はﾒｰﾙ：                 
 

 

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金請求書 

 

年 月 日 第 号で交付決定兼交付額の確定を受

けた補助金について、次のとおり請求します。 

 

１ 請求金額              円 
         （補助金交付決定兼交付額確定通知書に記載されている金額） 

 
２ 補助金振込先 

 

 

 

 

補

助

金

振

込

先 

フリガナ 
 

口座名義 

(※１) 

 

 

金融機関名と店名 

銀行

信金 金融機関コード 

支店

本店 
支店コード 

(※２) 

  

預金種目 

（○で囲む） 
普通（総合） 当座 貯蓄 その他（ ） 

 

口座番号 7 桁で記入してください（右詰） 
      

※１ 通帳の名義のとおり御記入ください。 
※２ ゆうちょ銀行の場合、支店(コード)は３ケタの数字です（記号・番号ではありません。）。 

（代表者名と口座名義が異なる場合は、記名・押印してください。） 

 横浜市地域の防犯力向上緊急補助金を上記口座にお振り込みください。 

 

      代表者氏名              ㊞  

※市役所記入欄 

・町内会整理番号 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

 



第５号様式（第 10条） 

年  月  日  

横 浜 市 長 

 

自治会町内会名
ふ り が な

：             （    区） 
 

代表者氏名
ふ り が な

：                    
 
  郵便番号： 
       

連絡者住所：                    
 

連絡者氏名
ふ り が な

：                    
 

連絡者電話番号：     －     －      
 

連絡者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：                  

 

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付申請 

取下届出書 

 

 

年  月  日    第   号で補助金の交付決定兼交付

額確定通知のありました横浜市地域の防犯力向上緊急補助金については、交付申請を

取り下げます。 
 

 

１  交付決定兼交付確定額 

              円 

 

２ 交付申請兼実績報告年月日 

年 月 日 

３ 取下げの理由 
 

※市役所記入欄 

・町内会整理番号 

 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 

 

・ 

 

 



第６号様式（第13条第２項） 

第   号  

                                                               年  月  日  

 

 団体名 

  代表者                       様 

 

                                                   横 浜 市 長 

 

 

 

    横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付決定兼交付額確定 

取消通知書 

 

 

年 月 日 第 号で補助金の交付決定兼交付額確定の通知を

しました横浜市地域の防犯力向上緊急補助金について、横浜市地域の防犯力向上緊急

補助金交付要綱第 13条第２項の規定に基づき、補助金交付決定兼額確定を取り消し

ましたので、次のとおり通知します。 

 

 

１ 補助金交付兼額確定取消額 

 

            円 

 

 

２ 取消の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



第７号様式（第13条第３項） 

第   号  

                                                               年  月  日  

 

 団体名 

  代表者                       様 

 

                                                   横 浜 市 長 

 

 

横浜市地域の防犯力向上緊急補助金返還請求書 

 

 

  年  月  日   第  号で補助金の交付決定兼交付額確定の通知を

しました横浜市地域の防犯力向上緊急補助金について、補助金交付兼額確定を取

り消しましたので、横浜市地域の防犯力向上緊急補助金交付要綱第 13条第３項

の規定により、返還を請求します。 

 

 

 

１  補助金返還請求額 

 

                            円 

 

    

 

２ 返還請求の理由 

 

 

 

 

３ 返還期限 

 

  同封の納付書で、    年  月 日までに納付してください。 

 

 
 
 
 


	地域の防犯力向上緊急補助金交付要綱本文
	0225緊急補助金様式

